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        公布された条例のあらまし         

 

◇職員の旅費等に関する条例及び鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

  物価の上昇等経済社会情勢の変化に鑑み、職員等の出張に係る旅費について、宿泊費基準額を見直す等所要

の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 職員の旅費等に関する条例の一部改正 

宿泊費基準額及び宿泊手当の額を国家公務員のうち職務の級が10級以下の者に適用される額とする。 

(２) 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正 

 ア 知事、副知事及び政策統轄監に係る宿泊費基準額を国家公務員のうち指定職職員等に適用される額とす

る。 

 イ その他所要の規定の整備を行う。 

(３) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和８年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

◇鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例 

１ 条例の改正理由 

知事部局の組織改正に伴い、常任委員会の所管について所要の改正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 総務教育常任委員会が所管する政策統轄総局に関する事項を、人口戦略推進本部に関する事項に改める。 

(２) 施行期日等 

ア 施行期日は、令和８年４月１日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる。 

 

        公布された規則のあらまし         

 

◇鳥取県児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則  

１ 規則の改正理由 

児童福祉法の一部が改正され、地域限定保育士の資格が創設されるとともに、地域限定保育士登録を受けて

いる者は、当該地域限定保育士登録を行った認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、業として児童の

保育等を行うことができるものとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 鳥取県児童福祉法施行細則の一部改正 

ア 地域限定保育士の登録を受けている者が地域限定保育士となることができない者に該当する場合に知事

に提出しなければならないこととされる届出書の様式を定める。 

イ 指定療育機関の指定申請書に記載する療育生活の指導を担当する職員のうちの保育士について、地域限

定保育士を含むものとする。 

ウ 届出保育施設の事業開始の届出書及び運営状況の報告書（以下「届出書等」という。）に記載する保育

士について、地域限定保育士を含むものとするとともに、届出書等の添付書類のうち有資格者であること

が確認できる書類に、新たに地域限定保育士の資格を有することが確認できる書類を加える。 

エ その他所要の規定の整備を行う。 

(２) 鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正 

  乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児
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童心理治療施設及び児童自立支援施設に置かなければならない職員のうちの保育士について、地域限定保育

士を含むものとする。 

(３) 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正 

ア 児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業を行う事業所並びに障害児入所施設に置かなければなら

ない保育士について、地域限定保育士を含むものとする。 

イ 訪問支援員の職務に従事することができる者の資格のうち、保育士の資格について、地域限定保育士の

資格を含むものとする。 

 (４) 鳥取県認定こども園に関する条例施行規則の一部改正 

 認定こども園に置かなければならない保育士について、地域限定保育士を含むものとする。 

(５) 施行期日は、鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の施行の日とする。 

 

◇鳥取県採石条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

鳥取県採石条例の一部が改正され、採石の認可基準の一部が見直されたことに伴い、所要の改正を行う。 

２ 規則の概要 

(１) 掘削作業計画に記載する事項について、所要の規定の整備を行う。 

(２) 施行期日は、鳥取県採石条例の一部を改正する条例の施行の日とする。 
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条 例

 職員の旅費等に関する条例及び鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和８年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第21号 

職員の旅費等に関する条例及び鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 
（職員の旅費等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の旅費等に関する条例（昭和45年鳥取県条例第48号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（宿泊費） 

第19条 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費に関す

る法律施行令（令和６年政令第306号。以下「政

令」という。）第９条に規定する宿泊費の額のう

ち政令第１条第２項第３号に規定する職務の級が

10級以下の者に適用される額（以下「宿泊費基準

額」という。）とする。ただし、宿泊に係る特別

な事情がある場合として人事委員会規則で定める

場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

 

（宿泊費） 

第19条 宿泊費の額は、別表の区分欄に掲げる宿泊

先の区分に応じ、それぞれ宿泊基準額の欄に定め

る額（以下「宿泊費基準額」という。）のとおり

とする。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場

合として人事委員会規則で定める場合は、当該宿

泊に要する費用の額とする。 

 

（宿泊手当） 

第20条の２ 宿泊手当の額は、政令第11条に規定す

る宿泊手当の額とする。 

２～４ 略 

（宿泊手当） 

第20条の２ 宿泊手当の額は、１夜当たり2,400円と

する。 

２～４ 略 

 

別表（第19条関係） 

区分 宿泊費基準額（１夜に

つき） 

埼玉県、東京都、京都

府 

19,000円

福岡県 18,000円

千葉県 17,000円

神奈川県、新潟県 16,000円

香川県 15,000円

熊本県 14,000円

北海道、岐阜県、大阪

府、広島県 

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎

県、鹿児島県 

12,000円
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青森県、秋田県、茨城

県、富山県、長野県、

愛知県、滋賀県、奈良

県、和歌山県、高知

県、佐賀県、長崎県、

大分県、沖縄県 

11,000円

宮城県、山形県、栃木

県、群馬県、福井県、

岡山県、徳島県、愛媛

県 

10,000円

岩手県、石川県、静岡

県、三重県、島根県 

9,000円

福島県、鳥取県、山口

県 

8,000円

（鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例（平成19年鳥取県条例第38号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（その他の者の給与） 

第４条 略 

 

（その他の知事等の給与） 

第４条 略 

 

（給与の支給） 

第６条 専門委員、附属機関の委員その他の構成

員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会

人、審査分会立会人及び知事等のうち第４条第２

項の規定の適用を受ける者の給与の支給に関して

は、知事が別に定める。 

２～４ 略 

（給与の支給） 

第６条 専門委員、附属機関の委員その他の構成

員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会

人、審査分会立会人及びその他の知事等の給与の

支給に関しては、知事が別に定める。 

 

２～４ 略 

 

（旅費） 

第７条 略 

２ 知事等に支給する旅費の額は、別表第２に定め

る内国旅行（職員の旅費等に関する条例（昭和45

年鳥取県条例第48号）第２条第１号に規定する内

国旅行をいう。）に係る鉄道賃及び船賃並びに宿

泊費の額のほか、同条例第１条に規定する職員

（次項において「一般職の職員」という。）の例

による額とする。 

３ 略 

 

（旅費） 

第７条 略 

２ 知事等に支給する旅費の額は、別表第２に定め

るもののほか、職員の旅費等に関する条例（昭和

45年鳥取県条例第48号）第１条に規定する職員

（次項において「一般職の職員」という。）の例

による額とする。 

 

 

３ 略 

 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 
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１ 鉄道賃及び船賃 

区分 鉄道賃 船賃 

１ 知事、副

知事及び政

策統轄監 

 略 

  

２ 知事等の

うち前項に

掲げる者以

外の者 

２ 宿泊費 

区分 宿泊費基準額 

 

１ 知事、副知事及び政策

統轄監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家公務員等の

旅費に関する法

律施行令（令和

６年政令第 306

号）第９条に規

定する宿泊費の

額のうち同令第

１条第２項第２

号に規定する指

定職職員等に適

用される額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 鉄道賃及び船賃 

区分 鉄道賃 船賃 

  知事、副

知事及び政

策統轄監 

 略 

その他の

知事等 

 

 

２ 宿泊費 

区分 宿泊費基準額（１

夜につき） 

知 事 、

副 知 事

及 び 政

策 統 轄

監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉 県 、 東 京

都、京都府 

27,000円

福岡県 25,000円

千葉県 24,000円

神奈川県、新潟

県 

22,000円

香川県 21,000円

熊本県 20,000円

北 海 道 、 岐 阜

県、大阪府、広

島県 

18,000円

山 梨 県 、 兵 庫

県、宮崎県、鹿

児島県 

17,000円

青 森 県 、 秋 田

県、茨城県、富

山県、長野県、

愛 知 県 、 滋 賀

県、奈良県、和

歌 山 県 、 高 知

県、佐賀県、長

崎県、大分県、

沖縄県 

15,000円

宮 城 県 、 山 形

県、栃木県、群

馬県、福井県、

岡 山 県 、 徳 島

県、愛媛県 

14,000円

岩 手 県 、 石 川

県、静岡県、三

重県、島根県 

13,000円

福 島 県 、 鳥 取 11,000円
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２ 知事等のうち前項に掲

げる者以外の者 

職員の旅費等に

関する条例第19

条の宿泊費基準

額 

県、山口県 

その他の知事等 職員の旅費等に関

する条例別表に定

める額 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例（以下「改正後の職員旅費条例」という。）及び第

２条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例（以下「改正後の知事等旅費条例」と

いう。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に旅行命令又は旅行依頼（以下「旅

行命令等」という。）を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従

前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行に

ついては、改正後の職員旅費条例及び改正後の知事等旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の

期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前

の例による。 
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 鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県条例第22号 

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

鳥取県議会委員会条例（昭和31年鳥取県条例第32号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（常任委員会の名称、委員定数及び所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

総務教育常任委員会 ９人 

人口戦略推進本部、令和の改新戦略本部、総務

部、会計管理部、教育委員会、監査委員及び人事

委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管

に属しない事項 

福祉生活病院常任委員会 ９人 

福祉保健部、子ども家庭部、生活環境部及び病

院局に関する事項 

農林水産商工常任委員会 ９人 

商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員

会に関する事項 

地域県土警察常任委員会 ８人 

輝く鳥取創造本部、男女協働未来創造本部、危

機管理部、地域社会振興部、県土整備部及び警察

本部に関する事項 

（常任委員会の名称、委員定数及び所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

総務教育常任委員会 ９人 

政策統轄総局、令和の改新戦略本部、総務部、

会計管理部、教育委員会、監査委員及び人事委員

会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属

しない事項 

福祉生活病院常任委員会 ９人 

福祉保健部、子ども家庭部、生活環境部及び病

院局に関する事項 

農林水産商工常任委員会 ９人 

商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員

会に関する事項 

地域県土警察常任委員会 ８人 

輝く鳥取創造本部、男女協働未来創造本部、危

機管理部、地域社会振興部、県土整備部及び警察

本部に関する事項 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に常任委員会に付議されて審査又は調査中の事件は、改正後の鳥取県議会委員会条例

の規定によりその事件を所管する常任委員会に付議されているものとみなす。 



  令和８年３月 27 日 金曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 23 号   

- 9 - 

規 則

鳥取県児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第８号 

鳥取県児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則 

 

（鳥取県児童福祉法施行細則の一部改正） 

第１条 鳥取県児童福祉法施行細則（平成３年鳥取県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第１章～第５章 略 

 

第６章 届出保育施設の監督（第26条―第29条） 

第７章 雑則（第30条・第31条） 

附則 

目次 

第１章～第５章 略 

第６章 保育士試験（第26条） 

第７章 届出保育施設の監督（第27条―第30条） 

第８章 雑則（第31条・第32条） 

附則 

（保育士資格等の喪失の届出） 

第２条 省令第６条の34（省令第６条の54において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

届出は、保育士・地域限定保育士資格喪失届（様

式第１号）を提出してしなければならない。 

（保育士資格の喪失の届出） 

第２条 省令第６条の34の規定による届出は、保育

士資格喪失届（様式第１号）を提出してしなけれ

ばならない。 

第６章 保育士試験 

第26条 法第18条の８第２項の規定による保育士試

験は、毎年８月に行う。 

   第６章 略    第７章 略 

（届出保育施設における事業開始の届出） 

第26条 略 

（届出保育施設における事業開始の届出） 

第27条 略 

（届出保育施設の事業内容等の変更の届出） 

第27条 略 

（届出保育施設の事業内容等の変更の届出） 

第28条 略 

（届出保育施設の事業の廃止等の届出） 

第28条 略 

（届出保育施設の事業の廃止等の届出） 

第29条 略 

（届出保育施設の運営状況の報告） 

第29条 略 

（届出保育施設の運営状況の報告） 

第30条 略 
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   第７章 略 第８章 略 

（書類の提出先） 

第30条 法又は省令の規定により知事に提出する書

類は、第２条、第３条、第５条から第９条まで、

第14条の２、第14条の３、第15条の11から第15条

の13まで、第19条から第24条まで及び第26条から

第29条までに規定する書類を除き、所管の児童相

談所長に提出しなければならない。 

２ 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に

定める者に提出しなければならない。 

(１)・(２) 略 

(３) 第22条及び第23条に規定する書類であって

認可保育所に係るもの並びに第26条から第29条

までに規定する書類 所管の総合事務所長（所

管の総合事務所長がない場合にあっては、知

事） 

（書類の提出先） 

第31条 法又は省令の規定により知事に提出する書

類は、第２条、第３条、第５条から第９条まで、

第14条の２、第14条の３、第15条の11から第15条

の13まで、第19条から第24条まで及び第27条から

第30条までに規定する書類を除き、所管の児童相

談所長に提出しなければならない。 

２ 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に

定める者に提出しなければならない。 

(１)・(２) 略 

(３) 第22条及び第23条に規定する書類であって

認可保育所に係るもの並びに第27条から第30条

までに規定する書類 所管の総合事務所長（所

管の総合事務所長がない場合にあっては、知

事） 

（委任） 

第31条 略 

（委任） 

第32条 略 

様式第１号（第２条関係） 

保育士・地域限定保育士資格喪失届 

 職 氏名 様 

 保育士（地域限定保育士）の資格を喪失したの

で、児童福祉法施行規則第６条の34（児童福祉法施

行規則第６条の54において読み替えて準用する同令

第６条の34）の規定により、関係書類を添えて次の

とおり届け出ます。 

年  月  日 

郵便番号     

住  所    

フリガナ     

届出者 氏  名     

本人との関係   

電話番号     

 略 

資格を喪

失した事

由 

□ 死亡し、又は失踪の宣告を受け

た。 

□ 次のいずれかに該当するに至っ

た。 

 □ 精神の機能の障がいにより保

育士又は地域限定保育士の業務

を適正に行うに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切

様式第１号（第２条関係） 

保育士資格喪失届 

 職 氏名 様 

 保育士の資格を喪失したので、児童福祉法施行規

則第６条の34の規定により、関係書類を添えて次の

とおり届け出ます。 

 

 

年  月  日 

郵便番号     

住  所     

フリガナ     

届出者 氏  名     

本人との関係   

電話番号     

 略 

資格を喪

失した事

由 

□ 死亡し、又は失踪の宣告を受け

た。 

□ 次のいずれかに該当するに至っ

た。 

 □ 精神の機能の障がいにより保

育士の業務を適正に行うに当

たって必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができ
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に行うことができない者 

 □ 拘禁刑以上の刑又は懲役若し

くは禁錮に処せられた者 

 □ 児童福祉法の規定その他児童

の福祉に関する法律の規定で

あって児童福祉法施行令で定

めるものにより、罰金の刑に

処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して３

年を経過しない者 

注１ 児童福祉法施行規則第６条の34第１号（同令

第６条の54において読み替えて準用する場合を

含む。）に掲げる事由に係る届出者は、戸籍法

に規定する死亡又は失踪の届出義務者であるこ

と。同条第２号（同令第６条の54において読み

替えて準用する場合を含む。）に掲げる事由に

係る届出者は、当該保育士若しくは当該地域限

定保育士又は同居の親族若しくは法定代理人で

あること。同条第３号（同令第６条の54におい

て読み替えて準用する場合を含む。）に掲げる

事由に係る届出者は、当該保育士若しくは当該

地域限定保育士又は法定代理人であること。 

２ 「登録年月日」欄、「登録番号」欄及び「氏

名」欄は、保育士登録証又は地域限定保育士登

録証に基づき記載すること。 

 ３ 略 

添付書類 保育士登録証又は地域限定保育士登録証

及び資格を喪失した事由を証明する書類 

ない者 

 □ 拘禁刑以上の刑又は懲役若し

くは禁錮に処せられた者 

 □ 児童福祉法の規定その他児童

の福祉に関する法律の規定で

あって児童福祉法施行令で定

めるものにより、罰金の刑に

処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して３

年を経過しない者 

注１ 児童福祉法施行規則第６条の34第１号に掲げ

る事由に係る届出者は、戸籍法に規定する死亡

又は失踪の届出義務者であること。同条第２号

に掲げる事由に係る届出者は、当該保育士又は

同居の親族若しくは法定代理人であること。同

条第３号に掲げる事由に係る届出者は、当該保

育士又法定代理人であること。 

 

 

 

 

 

２ 「登録年月日」欄、「登録番号」欄及び「氏

名」欄は、保育士登録証に基づき記載するこ

と。 

 ３ 略 

添付書類 保育士登録証及び資格を喪失した事由を

証明する書類 

様式第４号（第５条、第６条関係） 

指定療育機関指定申請書 

児童福祉法第20条第５項の規定による指定療育機

関として指定を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

   年  月  日 

職 氏名 様 

郵便番号     

住  所     

フリガナ     

申請者 氏  名     

電話番号     

 略 

注 保育士には鳥取県の区域に係る地域限定保育士

を含むものとする。 

様式第４号（第５条、第６条関係） 

指定療育機関指定申請書 

 児童福祉法第20条第５項の規定による指定療育機

関として指定を受けたいので、次のとおり申請しま

す。 

   年  月  日 

職 氏名 様 

郵便番号     

住  所     

フリガナ     

申請者 氏  名    ㊞

電話番号     

 略 
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 添付書類 略  添付書類 略 

様式第39号（第26条、第28条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業以外）事業開始

届出書 

年 月 日

 職 氏名 様 

 届出保育施設の事業を開始しましたので、児童福

祉法第59条の２の規定により、関係書類を添えて次

のとおり届け出ます。 

郵便番号 

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

※ 略 

 略 

※ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

様式第39号（第27条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業以外）事業開始

届出書 

年 月 日

 職 氏名 様 

 届出保育施設の事業を開始しましたので、児童福

祉法第59条の２の規定により、関係書類を添えて次

のとおり届け出ます。 

郵便番号 

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

※ 略 

 略 

※ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 
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 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士（地域限定保育士（鳥取県の

区域に係るものに限る。）を含む。）、看護師・

准看護師）について、保育士登録証の写し等の資

格が確認できる書類 

３～５ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑲】 略 

【⑳～㉑】  

届出年月日の前日において職務に従事して

いる全ての職員について配置数を記入し、う

ち、実際保育に従事している職員について

は、勤務していた時間帯を記入し、有資格者

と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格

者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤

務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）

したものを記入してください。なお、施設長

についても実際に保育に従事している場合は

これに含めてください。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉓】 略 

【㉔～㉕】  

    職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴施設における平均的職員配置数）を

記入し、うち、実際保育に従事している職員

については、勤務する時間帯を記入し、有資

格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有

資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれ

の勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったも

の）したものを記入してください。なお、施

設長についても実際に保育に従事している場

合はこれに含めてください。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士、看護師・准看護師）につい

て、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書

類 

 

３～５ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑲】 略 

【⑳～㉑】  

届出年月日の前日において職務に従事して

いる全ての職員について配置数を記入し、う

ち、実際保育に従事している職員について

は、勤務していた時間帯を記入し、有資格者

と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格

者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤

務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）

したものを記入してください。なお、施設長

についても実際に保育に従事している場合は

これに含めてください。 

 

 

 

【㉓】 略 

【㉔～㉕】  

    職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴施設における平均的職員配置数）を

記入し、うち、実際保育に従事している職員

については、勤務する時間帯を記入し、有資

格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有

資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれ

の勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったも

の）したものを記入してください。なお、施

設長についても実際に保育に従事している場

合はこれに含めてください。 
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県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉖】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、施設長についても実際に保育に

従事している場合は記入してください。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉗】～【㉙】 略 

 

 

【㉖】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、施設長についても実際に保育に

従事している場合は記入してください。 

 

 

 

【㉗】～【㉙】 略 

様式第39号の２（第26条、第28条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業）事業開始届出

書 

年 月 日

 職 氏名 様 

届出保育施設の事業を開始しましたので、児童福

祉法第59条の２の規定により、関係書類を添えて次

のとおり届け出ます。 

郵便番号 

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

様式第39号の２（第27条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業）事業開始届出

書 

年 月 日

 職 氏名 様 

届出保育施設の事業を開始しましたので、児童福

祉法第59条の２の規定により、関係書類を添えて次

のとおり届け出ます。 

郵便番号 

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 
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 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士（地域限定保育士（鳥取県の

区域に係るものに限る。）を含む。）、看護師・

准看護師）について、保育士登録証の写し等の資

格が確認できる書類 

３・４ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑱】 略 

【⑲】 届出年月日の前日において職務に従事して

いる全ての職員について配置数を記入し、う

ち、実際保育に従事している職員について記

入してください。なお、事業所長についても

実際に保育に従事している場合はこれに含め

てください。個人で事業を実施している場合

は記入不要です。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【⑳】 職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴事業所における平均的職員配置数）

を記入し、うち、実際保育に従事している職

員について記入してください。なお、事業所

長についても実際に保育に従事している場合

はこれに含めてください。個人で事業を実施

している場合は記入不要です。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉑】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、事業所長についても実際に保育

に従事している場合は研修の受講状況につい

て記入してください。 

※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉒】・【㉓】 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士、看護師・准看護師）につい

て、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書

類 

 

３・４ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑱】 略 

【⑲】 届出年月日の前日において職務に従事して

いる全ての職員について配置数を記入し、う

ち、実際保育に従事している職員について記

入してください。なお、事業所長についても

実際に保育に従事している場合はこれに含め

てください。個人で事業を実施している場合

は記入不要です。 

 

 

 

【⑳】 職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴事業所における平均的職員配置数）

を記入し、うち、実際保育に従事している職

員について記入してください。なお、事業所

長についても実際に保育に従事している場合

はこれに含めてください。個人で事業を実施

している場合は記入不要です。 

 

 

 

【㉑】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、事業所長についても実際に保育

に従事している場合は研修の受講状況につい

て記入してください。 

 

 

 

【㉒】・【㉓】 略 
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様式第40号（第27条関係） 略 様式第40号（第28条関係） 略 

様式第41号（第28条関係） 略 様式第41号（第29条関係） 略 

様式第42号（第29条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業以外）運営状況

報告書 

年 月 日

 職 氏名 様 

 届出保育施設の運営状況について、児童福祉法第

59条の２の５第１項の規定により、関係書類を添え

て次のとおり報告します。 

郵便番号 

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

※ 略 

 略 

※ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

様式第42号（第30条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業以外）運営状況

報告書 

年 月 日

 職 氏名 様 

 届出保育施設の運営状況について、児童福祉法第

59条の２の５第１項の規定により、関係書類を添え

て次のとおり報告します。 

郵便番号 

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

※ 略 

 略 

※ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 
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 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士（地域限定保育士（鳥取県の

区域に係るものに限る。）を含む。）、看護師・

准看護師）について、保育士登録証の写し等の資

格が確認できる書類 

３～６ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑯】 略 

【⑱～⑲】 

    運営状況報告記入日において職務に従事し

ている全ての職員について配置数を記入し、

うち、実際保育に従事している職員について

は、勤務していた時間帯を記入し、有資格者

と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格

者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤

務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）

したものを記入してください。なお、施設長

についても実際に保育に従事している場合は

これに含めてください。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉑】 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

 

 略 

＊ 略 

 略 

 

 略 

 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士、看護師・准看護師）につい

て、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書

類 

 

３～６ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑯】 略 

【⑱～⑲】 

    運営状況報告記入日において職務に従事し

ている全ての職員について配置数を記入し、

うち、実際保育に従事している職員について

は、勤務していた時間帯を記入し、有資格者

と有資格者以外に分けて、常勤換算（有資格

者及び有資格者以外の職員別にそれぞれの勤

務延べ時間数の合計を８時間で割ったもの）

したものを記入してください。なお、施設長

についても実際に保育に従事している場合は

これに含めてください。 

 

 

 

【㉑】 略 
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【㉒～㉓】 

    職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴施設における平均的職員配置数）を

記入し、うち、実際保育に従事している職員

については、勤務する時間帯を記入し、有資

格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有

資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれ

の勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったも

の）したものを記入してください。なお、施

設長についても実際に保育に従事している場

合はこれに含めてください。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉔】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、施設長についても実際に保育に

従事している場合は記入してください。 

※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉒～㉓】 

    職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴施設における平均的職員配置数）を

記入し、うち、実際保育に従事している職員

については、勤務する時間帯を記入し、有資

格者と有資格者以外に分けて、常勤換算（有

資格者及び有資格者以外の職員別にそれぞれ

の勤務延べ時間数の合計を８時間で割ったも

の）したものを記入してください。なお、施

設長についても実際に保育に従事している場

合はこれに含めてください。 

 

 

 

【㉔】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、施設長についても実際に保育に

従事している場合は記入してください。 

 

 

 

【㉕】～【○63 】 略 【㉕】～【○63 】 略 

様式第42号の２（第29条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業）運営状況報告

書 

年 月 日

 職 氏名 様 

 届出保育施設の運営状況について、児童福祉法第

59条の２の５第１項の規定により、関係書類を添え

て次のとおり報告します。 

郵便番号  

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 略 

様式第42号の２（第30条関係） 

届出保育施設（居宅訪問型保育事業）運営状況報告

書 

年 月 日

 職 氏名 様 

 届出保育施設の運営状況について、児童福祉法第

59条の２の５第１項の規定により、関係書類を添え

て次のとおり報告します。 

郵便番号  

住  所 

（団体にあっては、主

たる事務所の所在地） 

フリガナ 

届出者 氏  名 

（団体にあっては、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

年 月 日現在  

 略 

 略 
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 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 略 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士（地域限定保育士（鳥取県の

区域に係るものに限る。）を含む。）、看護師・

准看護師）について、保育士登録証の写し等の資

格が確認できる書類 

３～５ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑯】 略 

【⑱】 運営状況報告記入日において職務に従事し

ている全ての職員について配置数を記入し、

うち、実際保育に従事している職員について

記入してください。なお、事業所長について

も実際に保育に従事している場合はこれに含

めてください。個人で事業を実施している場

合は記入不要です。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【⑲】 職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴事業所における平均的職員配置数）

を記入し、うち、実際保育に従事している職

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

＊ 略 

 略 

 略 

 略 

（添付書類） 

１ 略 

２ 有資格者（保育士、看護師・准看護師）につい

て、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書

類 

 

３～５ 略 

記載上の注意 

【③】～【⑯】 略 

【⑱】 運営状況報告記入日において職務に従事し

ている全ての職員について配置数を記入し、

うち、実際保育に従事している職員について

記入してください。なお、事業所長について

も実際に保育に従事している場合はこれに含

めてください。個人で事業を実施している場

合は記入不要です。 

 

 

 

【⑲】 職務に従事する全ての職員について配置予

定数（貴事業所における平均的職員配置数）

を記入し、うち、実際保育に従事している職
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員について記入してください。なお、事業所

長についても実際に従事している場合はこれ

に含めてください。個人で事業を実施してい

る場合は記入不要です。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【⑳】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、事業所長についても実際に保育

に従事している場合は研修の受講状況につい

て記入ください。 

   ※保育士については、地域限定保育士（鳥取

県の区域に係るものに限る。）を含めてく

ださい。 

【㉑】～【㊵】 略 

員について記入してください。なお、事業所

長についても実際に従事している場合はこれ

に含めてください。個人で事業を実施してい

る場合は記入不要です。 

 

 

 

【⑳】 保育に従事している職員の有資格者数並び

に認可外保育施設指導監督基準第１の２(２)

で定める研修の修了者について記入してくだ

さい。なお、事業所長についても実際に保育

に従事している場合は研修の受講状況につい

て記入ください。 

 

 

 

【㉑】～【㊵】 略 

（鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第26号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１ 看護師、保育士（鳥取県の区域に

係る地域限定保育士を含む。以下同

じ。）又は児童指導員の総数は、次

に掲げる区分ごとにそれぞれに定め

る人数を合計した人数（その数が７

人に満たないときは、７人）以上と

すること。 

 略 

２～10 略 

 略 

別表第２（第４条関係） 

項目 基準 

職員の

配置 

１ 看護師、保育士又は児童指導員の

総数は、次に掲げる区分ごとにそれ

ぞれに定める人数を合計した人数

（その数が７人に満たないときは、

７人）以上とすること。 

 

 

 略 

２～10 略 

 略 

（鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則（平成25年鳥取県規則第28号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第３条関係） 

１ 児童発達支援 

別表第１（第３条関係） 

１ 児童発達支援 
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区分 基準 

従業者

の配置

１ 児童発達支援センターであるもの

を除き、事業所に配置する従業者

は、次のとおりとすること。 

(１) 児童指導員及び保育士（鳥取

県の区域に係る地域限定保育士を

含む。以下同じ。）は、サービス

の単位（サービスを同時に一体的

に提供できるよう利用者の障がい

の程度に応じ１人又は複数に区分

した利用者の単位をいう。以下同

じ。）ごとに、その提供を行う時

間帯を通じて専ら当該サービスの

提供に当たる人数が、次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める人

数以上とすること。 

ア・イ 略 

(２)～(６) 略  

２～６ 略 

 略 

２～４ 略 

区分 基準 

従業者

の配置

１ 児童発達支援センターであるもの

を除き、事業所に配置する従業者

は、次のとおりとすること。 

(１) 児童指導員及び保育士は、

サービスの単位（サービスを同時

に一体的に提供できるよう利用者

の障がいの程度に応じ１人又は複

数に区分した利用者の単位をい

う。以下同じ。）ごとに、その提

供を行う時間帯を通じて専ら当該

サービスの提供に当たる人数が、

次に掲げる区分に応じ、それぞれ

に定める人数以上とすること。 

 

 

ア・イ 略 

(２)～(６) 略  

２～６ 略 

 略 

２～４ 略 

（鳥取県認定こども園に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 鳥取県認定こども園に関する条例施行規則（平成26年鳥取県規則第53号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

   附 則 

 

（認定こども園の職員配置に係る特例） 

第３条 別表第１職員配置の項第３号の規定（同号

ただし書の規定を適用する場合を除く。）により

１日に８時間程度利用する満３歳以上の子どもの

保育に従事する職員として幼保連携型認定こども

園以外の認定こども園に置かなければならない保

育士（鳥取県の区域に係る児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第18条の29に規定する地域限定保育

士を含む。以下同じ。）の資格を有する者につい

ては、令和12年３月31日までの間、幼稚園の教員

の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通

免許状を有する者（現に当該施設において主幹養

護教諭及び養護教諭として従事している者を除

く。以下この条において「幼稚園教諭等」とい

う。）をもって代えることができる。 

   附 則 

 

（認定こども園の職員配置に係る特例） 

第３条 別表第１職員配置の項第３号の規定（同号

ただし書の規定を適用する場合を除く。）により

１日に８時間程度利用する満３歳以上の子どもの

保育に従事する職員として幼保連携型認定こども

園以外の認定こども園に置かなければならない保

育士の資格を有する者については、令和12年３月

31日までの間、幼稚園の教員の免許状又は小学校

教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

（現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教

諭として従事している者を除く。以下この条にお

いて「幼稚園教諭等」という。）をもって代える

ことができる。 
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２・３ 略 ２・３ 略 

附 則 

 この規則は、鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例（令和８年鳥取県条例第13号）の施行

の日から施行する。 
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鳥取県採石条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第９号 

鳥取県採石条例施行規則の一部を改正する規則 

 

鳥取県採石条例施行規則（平成16年鳥取県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

様式第７号（第９条関係） 

掘削作業計画 

その１

 略 

その２

     処理、管理、防止等の方法 

 略 

火薬の使

用 

 略 

進入防止措

置の方法 

見張人の配置・情報

通 信 技 術 の 活 用

（ ）・危険区域警

戒標識の設置 

その他（ ） 

 略 

  その３

 略 

注 略 

添付書類  

 １ 略 

 ２ 火薬の使用に係る侵入防止措置の方法とし

て、見張人の配置を行わず、情報通信技術の

活用等による場合にあっては、当該方法によ

り、適切な監視、警告、通報等を行うことが

できることを示す資料 

 ３ 略 

様式第７号（第９条関係） 

掘削作業計画 

その１

 略 

その２

     処理、管理、防止等の方法 

 略 

火薬の使

用 

 略 

進入防止措

置 

見張人の配置・危険

区域警戒標識の設置 

 

 

その他（ ） 

 略 

    その３

 略 

注 略 

添付書類  

 １ 略 

 

 

 

 

 

２ 略

附 則 

 この規則は、鳥取県採石条例の一部を改正する条例（令和８年鳥取県条例第17号）の施行の日から施行する。 
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教 育 委 員 会 規 則

鳥取県立学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

鳥取県教育委員会教育長  足  羽  英  樹 

鳥取県教育委員会規則第１号 

鳥取県立学校管理規則の一部を改正する規則 

 

鳥取県立学校管理規則（昭和51年鳥取県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（教務主任等） 

第26条 略 

 

第26条の２ 教育委員会が必要と認める学校に、研修

主事を置く。 

２ 研修主事は、校長の監督を受け、授業研究に係る

研修計画の立案その他の研修に関する事項について

連絡調整及び指導、助言に当たる。 

３ 研修主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中か

ら、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ず

る。 

 

（その他の主任等） 

第29条 第26条から前条までに規定するもののほか、

学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置く

ことができる。 

２ 略 

 

（教務主任等） 

第26条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の主任等） 

第29条 前３条に規定するもののほか、学校に、必要

に応じて校務を分担する主任等を置くことができ

る。 

２ 略 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


